
議案第53号 

朝来市学童クラブ条例の一部を改正する条例制定について 

朝来市学童クラブ条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

令和５年11月30日提出 

朝来市長 藤 岡  勇 

提案理由要旨 

朝来市生野学童クラブの位置を旧生野学校給食センターへ変更等するため、所要の

条例整備を行おうとするものです。 

 



朝来市条例第 号 

朝来市学童クラブ条例の一部を改正する条例 

 朝来市学童クラブ条例（令和３年朝来市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表中 

「 

 朝来市生野学童クラブ 朝来市生野町口銀谷418番地４ 

                                    」 

を 

「 

 朝来市生野学童クラブ 朝来市生野町口銀谷546番地 

                                    」 

に改める。 

第８条第３項中「内閣総理大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の表の改正規定は、令和６年

３月１日から施行する。 

 

 



議案第53号資料 

朝来市学童クラブ条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 

 （名称及び位置） 

第２条 学童クラブの名称及び位置は、

次のとおりとする。 

名称 位置 

朝来市生野学童

クラブ 

朝来市生野町口

銀谷418番地４ 

朝来市糸井学童

クラブ 

朝来市和田山町

高生田4番地１ 

朝来市大蔵学童

クラブ 

朝来市和田山町

宮田210番地 

朝来市和田山学

童クラブ 

朝来市和田山町

和田山474番地 

朝来市東河学童

クラブ 

朝来市和田山町

中370番地１ 

朝来市竹田学童

クラブ 

朝来市和田山町

安井61番地 

朝来市山東学童

クラブ 

朝来市山東町楽

音寺95番地 

朝来市中川学童

クラブ 

朝来市桑市99番

地 

朝来市山口学童

クラブ 

朝来市羽渕390番

地 

 （使用料） 

第８条 

１～２（略） 

３ 第１項にかかわらず、学童クラブを

利用する日が子ども・子育て支援法施

行規則（平成26年内閣府令第44号）第 

58条第４号に規定する内閣総理大臣が

定める場合に該当し、小学校が休業中

（規則第４条に規定する臨時休業を含

む。）の午前中に限り、使用料は、徴

収しない。 

 （名称及び位置） 

第２条 学童クラブの名称及び位置は、

次のとおりとする。 

名称 位置 

朝来市生野学童

クラブ 

朝来市生野町口

銀谷546番地 

朝来市糸井学童

クラブ 

朝来市和田山町

高生田4番地１ 

朝来市大蔵学童

クラブ 

朝来市和田山町

宮田210番地 

朝来市和田山学

童クラブ 

朝来市和田山町

和田山474番地 

朝来市東河学童

クラブ 

朝来市和田山町

中370番地１ 

朝来市竹田学童

クラブ 

朝来市和田山町

安井61番地 

朝来市山東学童

クラブ 

朝来市山東町楽

音寺95番地 

朝来市中川学童

クラブ 

朝来市桑市99番

地 

朝来市山口学童

クラブ 

朝来市羽渕390番

地 

（使用料） 

第８条 

１～２（略） 

３ 第１項にかかわらず、学童クラブを

利用する日が子ども・子育て支援法施

行規則（平成26年内閣府令第44号）第 

58条第４号に規定するこども家庭庁長

官が定める場合に該当し、小学校が休

業中（規則第４条に規定する臨時休業

を含む。）の午前中に限り、使用料は、

徴収しない。 
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